
大分市公告 第２５７号 

 次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６

７条の６第１項及び大分市契約事務規則（昭和３９年大分市規則第１２号）第２５条の規定に

基づき公告する。 

 

  令和７年６月３日 

                        大分市長  足立 信也 

 

１ 競争入札に付する事項 

 （１）件   名    大分市パスポートセンター内における証明写真撮影事業者の決定 

 （２）履 行 場 所    募集要項のとおり 

 （３）履 行 期 間    募集要項のとおり 

 （４）概   要    募集要項のとおり 

 （５）最低制限価格   なし 

 

２ 競争参加資格 

  次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 

（１） 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱（昭和 56 年大分市告示第 258 号）

により、大分類「役務の提供」、小分類「02 写真・製図」、細分類「01 写真撮影」

について、入札参加資格の認定を受けている者であること。 

（２） 大分市内に本店又は支店（入札契約に関する権限の委任を受けている者）があるこ

と。 

（３） 地方自治法第１６７条の４第１項の規定に該当しない者及び同条第２項の規定に

基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。 

（４） 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの

暴力団排除に関する措置要綱（平成 24 年大分市告示第 553 号）に基づく排除措置

期間中でないこと。 

 

３ 入札手続等 

 （１）契約担当課 

    郵便番号  ８７０－８５０４ 

    住  所  大分市荷揚町２番３１号 

    名  称  大分市財務部管財課 

    電話番号  ０９７－５３７－５６０８ 

 （２）本公告内容の交付期間、場所及び方法 

  ① 交付期間 

 令和７年６月３日から令和７年６月１７日までの土曜日、日曜日を除く午前８時３０



分から午後５時１５分まで 

  ② 交付場所及び方法 

    インターネット（大分市役所ホームページ http://www.city.oita.oita.jp/）に    

よるほか管財課においても交付する。 

 （３）募集要項等の閲覧期間、場所及び方法 

  ① 閲覧期間 

    ３の（２）の①に同じ。 

  ② 閲覧場所及び方法 

    ３の（２）の②に同じ。 

 （４）募集要項等の質疑応答 

  ① 募集要項等に質問がある場合には、次により書面で持参すること。 

   ア 提出期間 

     令和７年６月３日から令和７年６月９日までの土曜日、日曜日を除く午前８時３０

分から午後５時１５分まで 

   イ 提出場所 

     住 所  大分市荷揚町２番３１号 

     名 称  大分市財務部管財課財産管理担当班 

  ② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

   ア 閲覧期間 

     令和７年６月１１日から令和７年６月１７日までの土曜日、日曜日を除く午前８時

３０分から午後５時１５分まで 

   イ 閲覧場所 

     ３の（１）に同じ。 

 

４ 現地説明会  実施しない 

 

５ 入札保証金  免除 

     

６ 入札（開札）の日時及び場所 

（１）日 時  令和７年６月１９日（木）午後３時３０分 

（２）場 所  大分市役所９階 第２入札室 

（３）入札方法等   入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札 

は認めない。 

（４）再 度 入 札  １回とする。 

（５）そ の 他   

① 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、      



その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札金額とするので、入      

札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

     ② 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。 

 

７ 競争入札参加申込書の提出及び落札者の決定等 

（１） 入札への参加を希望する者は、競争入札参加申込書（第１号様式。以下「申込書」

という。）を令和７年６月１７日までに提出しなければならない。 

 （２）  申込書を提出しない者または契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者

は、当該入札に参加することができない。 

 （３） 開札後は、最高価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留    

し、入札を終了する。 

 （４） 開札後、落札候補者の申請書等について審査し、最高価格入札者が競争参加資    

格を有していると確認した場合には、最高価格入札者を落札者とし、競争参加資    

格を有していないと確認した場合には、予定価格以上の価格をもって申込みをした者

のうち最高の価格をもって申込みをした者（以下「次順位者」という。）の競争参加

資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を

有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。 

     なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、    

当該入札結果を公表する。 

 

８ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

 （１） 競争参加資格がないと認められた者は、７の通知の日の翌日から起算して７日    

（土曜日、日曜日を除く。）以内に、契約担当者に対して、競争参加資格がないと認  

めた理由に関する説明について書面（様式は自由）を持参して求めることができるも

のとする。なお、郵送または電送によるものは、受け付けない。 

 （２） （１）の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定す

る期間の最終日の翌日から起算して８日（土曜日、日曜日を除く。）以内に、書面に

より回答する。 

 （３） （１）の書面の提出場所は、契約担当課とする。 

 

９ 契約保証金 

（１） 落札者は、契約を締結するにあたり、大分市契約事務規則第６条に定めるとこ    

ろにより契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納めなければならない。 

 （２） 契約保証金は、大分市が発行する納付書により納付するものとする。 

 （３） 契約保証金には、利息を付さない。 

（４） 貸付期間が満了したとき又は契約を解除したとき、賃借人が原状回復義務等契約に



定める全ての義務を履行し、大分市に損害がないときには、賃借人の請求により契約

保証金を賃借人に返還するものとする。ただし、貸付料の未払い、損害賠償その他賃

借人が大分市に対して負担する義務が残存する場合には、契約保証金を当該債務の額

に充当したうえで、その残余の額を返還するものとする。 

 （５） 契約保証金を（４）に掲げる債務の額に充当した場合において、なお、大分市に損

害があるときは、大分市は、当該損害の額についてさらに損害賠償を請求することが

できる。 

（６） 落札者が、次に掲げる事項に該当する場合は、契約保証金の全部を免除するも    

のとする。 

    ① 過去２年の間に国（公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、     

かつ、将来契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 

１０ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてい

た場合には、落札決定を取り消す。 

  ①  入札者として資格のない者のした入札 

   ② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、または引き下げる目的で他人と連合したと 

   認められる者のした入札 

  ③ 同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

  ④ 同一の入札について２以上の入札者の代理人となった者のした入札 

  ⑤ 入札金額を訂正した入札 

  ⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札用件を認定し難い入札 

  ⑦ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札 

  ⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札 

 

１１ 支払条件  募集要項に記載 

 

１２ その他 

  （１） この公告に定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７     

号）、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。 

  （２） 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアまた     

はイのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。 

      この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にし     

たことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 

     ア 指名停止基準に基づく指名停止を受けた場合 

     イ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合 



  （３） 契約担当者は落札決定後、契約締結（議会案件の場合は、仮契約についての     

議会の議決）までの間に落札者が、（２）のアまたはイのいずれかに該当した     

場合は、落札決定の取消し、または仮契約の解除を行うことが出来るものとする。 

この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し、または仮契約の解除に伴 

う損害賠償の責めを一切負わないものとする。 

  （４） 入札者は、開札後、入札条件の不知または内容の不明を理由として、異議を申し 

立てることはできない。 

  （５） その他不明な点は、大分市役所財務部管財課まで照会のこと。 

              電話番号 ０９７－５３７－５６０８ 


